
令和3年秋号（R3.10発行）

No.30
横手市上下水道部経営管理課

横手市四日町３番23号
TEL 0182－35－2251

　市内の小学４年生から応募のあった508作品の中から、15作品が優秀作品とし
て選ばれ、８月20日に市長応接室で特選・準特選・特別賞の５人が表彰されま
した。
◆特　選　　佐々木 莉子さん（増田小）
◆準特選　　柿﨑 素毅さん（十文字小）  本間 蒼志さん（山内小）
◆特別賞　　津谷 恵愛さん（十文字小）  金　 琴音さん（旭小） 令和３年８月20日　受賞された皆さん

漏水減免の対象にならないケースもあります！
宅内設備の維持管理が原因の漏水は所有者責任です。

●水抜き栓の誤操作
●長期間不在時に水道使用中止をしない場合（必要な管理を

怠った場合）
●じゃ口、トイレやボイラーなどお客様の財産である器具の

故障  など

冬期間使用しない設備（空き家や作業
小屋など）は使用中止のご連絡を！
　冬期間使用しない設備は使用中止の連絡をし
て、水道管凍結による漏水被害などを未然に防止
しましょう。なお、積雪量が多くなると中止作業
ができず、お客様に除雪をお願いすることになり
ます。中止のご予定がありましたら、お早めに横
手市水道お客様センターへご連絡ください。

■ご連絡先　「横手市水道お客様センター」　
     　　　　 TEL０１８２－３２－２７５８

漏水の疑いがある場合の確認方法・修理手配
　じゃ口を全部閉めメーターボックス内の水
道メーターのパイロット（銀色の円形状のも
の）を見る。パイロットが回転している場合
は、漏水の可能性があります。速やかに横
手市指定の水道工事店へ連絡してください。

パイロット

■凍結の防止策
●水道管・じゃ口を保温する。
●メーターボックス内を保温する。
●水抜き栓を閉める。
※水抜き栓（ハンドル式）は「半開」、「半閉」の状態
では地下に水が漏れてしまいます。必ず「全開」ま
たは「全閉」の状態で使用してください。

■意外に見落としやすい受水槽の管理
　水抜き栓など水道の管理を行う中で、意外に見落とされやすい
のが受水槽の管理です。
　受水槽は図のように水が減れば給水され、満水になると水が止
まる設備（ボールタップ）がついています。しかし、凍結などに
より正常に作動しない場合、「受水槽に給水されない」、「水が止
まらず受水槽から水が溢れている」などのトラブルが発生します。
　冬期間の水道管理の際、改めて受水槽のご確認もお願いします。
　また、このようなトラブルを避けるためにも警報機の設置をお
勧めしています。

■こんなところは凍結しやすいので気をつけて！

■お問い合わせ先   「横手市水道課」   TEL０１８２－３５－２２５２

●水道管がむき出しのところ　●北向きのところ
●風当たりの強いところ　　　●家の外にあるじゃ口

第63回　水道週間横手市標語コンクール表彰

止水状態 給水状態

③水が止まったことを確認
し、じゃ口は開いたまま
にしておく。

①じゃ口をあけて水を出す。
②水抜き栓のハンドルを右（閉

の方向）にまわし、完全に閉
める。
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令和３年度水道週間
横手市標語コンクール特選 きづいてね  水あるくらしの  ありがたさ 増田小学校

佐々木 莉子さん 作

冬期間の水道管凍結にご注意ください
　例年、寒さが厳しくなる１２月から２月にかけて水道管の凍結・破損が多く発生しています。
　特に昨冬は豪雪により、水道管の凍結・破損による漏水が激増しました。凍結すると水道が使えなくなるだ
けでなく、解凍作業や修理に高額な費用がかかる場合がほとんどです。
　また、漏水により過大となった水道料金は、すべてが減免となるものではありません。漏水箇所によっては
住宅にも影響を及ぼす恐れもあります。宅地内の水道管（給水管）はお客様の財産ですので、お客様の責任で
維持管理を行っていただき、冬になる前に凍結防止など水道管の凍結対策をお願いします。



令和 2 年度  下水道事業会計決算の状況

令和 2 年度  水道事業会計決算の状況

１．収益的収支決算額（税抜）
　⇒　汚水をきれいにするためにかかったお金とその財源

２．資本的収支決算額（税込）
　⇒　下水道施設をつくるためにかかったお金とその財源

◆収益 　19億9290万円 ◆収入　15億1358万円　

１．収益的収支決算額（税抜）
　⇒　水道水をつくるためにかかったお金とその財源

２．資本的収支決算額（税込）
　⇒　水道施設をつくるためにかかったお金とその財源

◆費用 　19億6125万円

◆費用 　18億4765万円

◆収益 　19億2230万円

◆支出 　21億3464万円

◆支出 　19億6288万円

◆収入　8億265万円　

市の補助金

9624万円
その他

2億6753万円
お客様からの水道料金
15億5853万円

市の補助金

8億7327万円
その他

4億585万円
お客様からの下水道使用料
7億1378万円

減価償却費
9億3422万円

修繕費・委託料などの維持管理費
5億934万円

当年度純利益（黒字）
7465万円

人件費
2億21万円

収入不足額 11億 6023 万円は、減価償却費など
企業会計内部で貯めたお金で賄っています。

収入不足額 6億 2106 万円は、減価償却費など
企業会計内部で貯めたお金で賄っています。

修繕費・委託料などの維持管理費
5億5305万円

借入金の利息
2億388万円

借入金
4億3630万円

国の補助金、市の出資金など
3億6635万円

令和2年度の収益的収支は、総収益が19億9,290万円、総
費用は19億6,125万円で、3,165万円の当年度純利益
（黒字）となりました。

経営状況

令和2年度の収益的収支は、総収益が19億2,230万円、総
費用は18億4,765万円で、7,465万円の当年度純利益
（黒字）となりました。

経営状況

借入金の元金返済
9億1040万円

施設の建設改良費
10億5248万円

91,00%87.33%有収水量を処理水量で除したもの有収率
4,437,731㎥4,433,304㎥使用料徴収の対象汚水量年間有収水量
4,876,874㎥5,076,321㎥処理場で処理した汚水量年間処理水量
38,755人38,939人下水道を使用している人口水洗化人口

令和元年度令和2年度内　　　容項　目

◆年間業務量

74.93%73.85%有収水量を配水量で除したもの有収率
7,458,892 ㎥7,348,701㎥料金徴収の対象水量年間有収水量
9,954,172㎥9,951,274㎥1年間に配水管に送られた水量年間配水量
30,498件30,543件水道により給水を受けている件数給水件数
72,904人71,825人水道により給水を受けている人口給水人口

令和元年度令和2年度内　　　容項　目

◆年間業務量

国の補助金、市の出資金など
7億2825万円

借入金
7億8533万円

減価償却費
10億5387万円

当年度純利益（黒字）
3165万円

人件費
1億1367万円

借入金の利息
2億4066万円

借入金の元金返済
15億9215万円

施設の建設改良費
5億4249万円

（翌年度支出充当分７万円を除く）



横手の一部、増田、平鹿、雄物川、大森、十文字、山内、大雄 地域

横手地域の一部

詳しくは「横手市下水道課」までお問合せください　　TEL  0182-35-2253

への接続のお願い

　横手市水道課では、小学校４年生を対象に普段知ることのできない水道の仕組みを、水道課職員の説明
や実験を通して学習する水道出前授業を行っています。大沢浄水場で水道水が作られるまでの仕組みや、
水道水が各家々に給水されるまでの仕組みなどを、時折クイズも交えながら、子どもたちと楽しく学習し
ています。
　普段私たちが何気なく使用している水道水ですが、蛇口から出てくる
までにはたくさんの時間と労力、費用が必要です。この工程を実際に学
ぶことで、水道水のある生活は当たり前ではないこと、そして限りある
水資源の大切さを再認識することができます。
　将来にわたって安心安全な水をつないでいくためには、水道水となる
水資源や環境を守ることが大切です。これからを担う子どもたちが水資源
の大切さや、水について考えるきっかけとなることを期待しながら、今後
も実施していきます。授業の様子はFacebookでもお知らせしています。

　市では、衛生的で環境にやさしい快適なまちづくりを推進していくため、下水道の普及を図っています。
　下水道へ接続することで、悪臭や害虫の発生を抑えるとともに、生活環境の向上、河川等の水質保全につなが
りますので、下水道管が整備された区域では、早めの接続にご理解とご協力をお願いします。
下水道に接続するには、どうしたらいいの？
　下水道または集落排水施設へ接続するためには、市の指定を受けた工事店に依頼し排水設備工事を申し込みく
ださい。排水設備工事店の確認は、下水道課へお問い合わせください。また、市のホームページからも指定工事
店の一覧をご覧いただけます。
融資あっせん制度があります
　下水道や集落排水施設に早期に接続していただけるよう、横手市水洗化等改造資金融資あっせん制度がありま
す。接続工事資金を金融機関から借りた場合に、借り入れに伴う利子を市が負担するものです。
◆融資の対象　　水洗トイレへの改造や、浄化槽を廃止して下水道に接続する工事
◆融 資 金 額　　供用開始から３年以内の場合１２０万円以内
　　　　　　　　供用開始から３年経過した場合８０万円以内
※制度を利用する場合、あっせんの条件や利用の制限がありますので、指定工事店
　または下水道課へお問合せください。

下水道

小学校４年生社会科学習の一環として水道出前授業を行っています

令和３年５月から２か月に１回の検針に変わりました
令和３年度からメーター検針と請求を「毎月」から「２か月に 1回（隔月）」に変更しました。
口座振替による納付の場合は、検針した水量を２分割して料金を算出し、毎月請求 ( 引落 ) となります。
今後の検針、請求時期は次のとおりです。

※メーター口径 50ミリ以上は、毎月検針を行い、毎月請求となります。
※残高不足などにより口座振替できなかった場合は、翌月10日に再度口座振替します。

口座振替日

納入通知書
による納付

口座振替日

12/17 5/172/1710/188/17 9/17 1/17 6/1711/17 4/183/17

12/27 5/272/2810/278/27 9/27 1/27 6/2711/29 4/273/28

R4.6R4.5R4.4R4.3R4.2R4.1R3.12R3.11R3.10R3.9 R3.6 R3.8

R4.6R4.5R4.4R4.3R4.2R4.1R3.12R3.11R3.10 R3.9 R3.8 R3.7 

５月請求
検針時配布

３月請求
郵送

1月請求
郵送

11 月請求
検針時配布

９月請求
検針時配布

納入通知書
による納付

９月請求
検針時配布

検針
検針なし
冬期推定

検針なし
冬期推定

検針検針検針

７月請求
検針時配布

３月請求
郵送

５月請求
検針時配布

１月請求
郵送

11 月請求
検針時配布

検針なし
冬期推定

横手市　排水設備指定工事店 検索

検針日が13～28日の地域

検針日が１～14日の地域

検針 検針 検針 検針なし
冬期推定

検針 検針



　冬期間の水道料金（冬期推定料金）のお知らせ　

◆急に水が出なくなったときは・・・
　横手市水道課へ電話をしてください。

　平日8：30～17：15　TEL 0182－35－2252
　夜間・土日祝日　　　TEL 0182－32－2111（代表）

◆料金のお問い合わせは・・・
　横手市水道お客様センター　TEL 0182－32－2758

　平日8：30～17：30　水曜日は19時まで（時間外は留守番電話対応）

　土日8：30～13：30　祝日、振替休日、12/29～1/3は休業

　なお、推定水量・金額の変更をご希望される場合は、１２月１０日
までに横手市水道お客様センターへご連絡をお願いします。

　冬期間は積雪の為、検針は行いません。令和３年１２月から令和
４年４月までの料金につきましては、昨冬の使用水量に基づく推定
使用量で料金請求させていただき、４月下旬から５月初めに検針し
精算します。

１２月から４月分までの推定水量・金額は10～11月検針時の検針票をご確認ください。

推定水量：昨年度冬期間の実使用水量データに基づき算出した水量。

※前年の水量データの無いお客様は、使用人数及び、直近の水量
を参考にしております。料金の請求は次のとおりです。

　◎口座振替ご利用の方は、毎月17日（検針日が13日～28日の地区）、又は、

　　　　　　　　　　　　　毎月27日（検針日が１日～14日の地区）に

　　　　　　　　　　　　　引き落としさせていただきます。

　◎窓口納付の方は、２ヶ月毎に納入通知書を郵送します。

　※料金は２か月間の使用水量による料金額となります。

お問い合わせ先は　 横手市水道お客様センター   TEL 0182－32－2758

お問い合わせ先は　 横手市水道お客様センター   TEL 0182－32－2758

水道・下水道（集落排水含む）のメーター交換を実施します

交換対象となる場合、検針票へのお知らせが記載されます
○計量法に基づく水道メーターの有効期間は８年です。有効期間満了前の交換が
義務付けられています。
○交換作業は、令和４年４月から行います。順次訪問し交換作業を行って参りますの
で、委託を受けた工事店がお客様宅へ伺った際には、ご協力をお願いいたします。

交　換 交換後交換前

《濁り水等の可能性》
○交換後、濁り水、
空気等が出る事が
あります。
　給湯器、トイレ、洗
濯機、精密機器等
をご利用になる前
に、これ以外の宅
内の蛇口からしば
らく水を流し、異
常がないことを確
認してください。

《費用》
○費用はかかりません。
○ただし、メーター交換以外の工事
や修繕はお客様の負担となります。

《断水》
○交換作業中は断水となります。

《経年劣化等による破損》
○経年劣化により、止水機器の操作
不能でメーターの交換ができない
場合や、止水機器の操作時や操作
後に破損する場合があります。こ
の場合の修繕についても、お客様
のご負担となります。

《工事指定店》
○委託を受けた指定工事
店が交換します。
　（作業員は必ず横手市の
腕章をつけています。）

《交換しやすいようご協力
願います》
○メーターボックスや止
水栓の上に物が載って
いたり、土やコンク
リートで埋まっている
場合は、作業の支障と
ならないよう、ご配慮
願います。

宅地内の給水装置（給水管・機器類）は、お客様の財産です。このため、お客
様の責任で維持・管理をする事になりますので、ご理解をお願いいたします。

冬期推定料金請求（１２～４月）のお知らせ
水道料金　　　30ｍ３　　5,324 円（2 か月分）
　冬期間は積雪の為、上記の料金で請求、４月
　下旬から５月初めに検針し精算します
　※ 注　口座振替の方へは月割りし、毎月請求

検満メーター交換の対象となっております。
なお、交換は令和 4 年 4 月からとなってお
ります。

➡ ➡

みほん


